
愛知信用金庫 倫理綱領 コンプライアンス体制

　コンプライアンスとは、一般的に「法令等遵守」と訳し、倫理・法律を
守り正しく行動することと解釈されておりますが、国の制定している法
律、命令、規則に限らず、法令を超えた社会規範や金庫内の諸規定・事
務取扱要領等のあらゆるルールを遵守することです。
　信用金庫は、信用金庫法に基づき地域に根ざした金融機関業務を
行っており、一般企業にも増して公共性が高く、より高いレベルのコン
プライアンスが求められております。
　当金庫では①中小企業の健全な発展②豊かな国民生活の実現③地
域社会繁栄への奉仕　という信用金庫が掲げる3つのビジョンのもと

に、社会的使命と公共性を十分理解し、地域社会の発展に寄与すること
を願い、役職員一丸となって堅実かつ健全な経営を心掛け、地域の皆
様から厚い信頼を得てまいりました。
　これからも、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の最重要課題の
一つとして位置付け、今後とも公正で厳正な金庫経営と業務運営を続
けていくため、役員や部店長・一般職員に至るまで「コンプライアンスマ
ニュアル」の内容の周知徹底を図って、不正や違法行為はもとより、内
部統制に関する改善すべき事項があった場合には、速やかに経営陣に
報告され、解決が図られる態勢をとってまいります。

コンプライアンス（法令等遵守）について
　当金庫では、経営の健全性を確保し、同時に経営環境の変化に迅速かつ適切に対応していくために、リスク管理を経営の重要課題として位置付け、
事務指導体制及び内部監査体制の整備と充実を図っております。また市場取引に伴うリスク管理の充実・強化を図るため、定期的に常勤役員会及び資
金運用部会を開催しております。

リスク管理体制

リスク管理に関する組織図

　「金融商品の販売等に関する法律」とは、金融機関が各種金融商品を
販売するにあたって、重要事項の説明を行う義務や、行き過ぎた勧誘を
禁止すること等を定めた法律です。当金庫は、下記の事項を遵守し勧
誘の適正の確保を図っております。
①当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販
売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説
明をいたします。
②金融商品の選択・ご購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいた
だきます。その際、当金庫は、お客様に適正な判断をしていただくため

に、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。
③当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説
明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識
の向上に努めます。
④当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯やご迷惑な場所での勧誘
は行いません。
⑤金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等が
ございましたら、窓口までお問い合せ下さい。

金融商品の販売等に関する勧誘方針

【個人情報とは】
　プライバシーポリシーにおける「個人情報」とは、「住所・氏名・電話番
号・生年月日」等、特定の個人を識別することができる情報をいいます。
【当金庫の対応】
　当金庫は、お客様からの信頼を第一に考え、個人情報の適切な保護
と利用を図るために、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第

57号）および金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、
その他の関係法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めま
す。また、お客様の個人情報の漏えい、減失、または毀損の防止、その
他の個人情報の安全管理のため、個人データの安全管理措置を講じ、
個人情報の機密性・正確性の確保に努めてまいります。
　詳細につきましてはホームページをご覧下さい。

個人情報の保護について

　当金庫は「中小企業金融を通じて、地域経済の発展に貢献する」とい
う創業以来の経営理念に基づき、信用金庫業務の公共的使命を踏まえ
つつ、広く中小企業の皆様や個人の方々を対象とした専門金融機関と
して、金融ニーズにお応えするよう努めております。
　事業を経営されている会社や個人事業者の皆様へは、事業に必要な
設備資金や運転資金を、個人の皆様に対しては住宅資金、自動車購入
資金、教育資金など生活の向上に役立つための資金を貸出するなど、
地域に役立つ金融機関としてその役割を果たしていきたいと考えてお
ります。

　全体の貸出運営については特定の業種やお客様に偏ることなく、分
散したバランスのとれた運用により、貸出資産の健全性を維持し向上
させていきたいと考えております。
　地元中小企業の健全な発展と地元住民の豊かな生活の実現ととも
に、地域経済の活性化に貢献するため、今まで以上に、取引関係の増強
や健全な資金需要の掘り起こしにより良質な貸出資産の積み上げを図
り、健全経営を堅持しお客様の信頼にお応えするよう努めてまいりま
す。

貸出金の運営についての考え方

　当金庫では自己責任原則に基づき、保有する資産を自己査定するこ
とによって資産内容の健全性と自己資本比率の充実度を的確に把握
し、金庫経営の健全性を確保することとしております。
　このため監査部内に資産監査室を設置して、金融庁の「金融検査マ
ニュアル」の基本的な考え方に沿った「自己査定要領等」を定めて、毎

年貸出金、有価証券、その他の資産を営業店及び担当部が第一次査定
を行い、資産監査室がその検証等を行うこととし、相互に牽制機能が働
く体制になっております。また、自己査定の結果は理事会等にも報告す
る体制になっております。

資産査定について

①信用金庫の社会的使命と公共性の自覚と責任

②質の高い金融等サービスの提供と地域社会発展への貢献

③法令やルールの厳格な遵守

④地域社会とのコミュニケーション

⑤従業員の人権の尊重等

⑥環境問題への取り組み

⑦社会貢献活動への取り組み

⑧反社会勢力の排除
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①信用リスクとは、企業や個人への貸出金が回収不能、または貸出金利の
取立てが不能になるリスクのことです。【当金庫の対応】審査部で、お取
引先の事業内容、財務内容、償還財源、資金使途、担保、保証人等で総合
的に融資審査を行い、事業所の格付、担保評価の見直し等厳格な融資審
査体制をとり、貸出資産の健全化、良質化に努めております。
②事務リスクとは、事務上のミスや不正による損失をうけるリスクのことで
す。【当金庫の対応】監査部が本支店に対し定期的に臨店監査を実施す
る一方、本支店には店内点検の実施を義務付けており、日常の事務ミス
防止のための事務指導や、事務取扱要領の整備などにより、事故の未然
防止のための体制をとっております。
③市場リスクとは、資産（貸出、有価証券など）・負債（預金など）双方の金利
変動に伴う「金利リスク」、株式や債券などの価格の変動がもたらす「価
格変動リスク」、為替相場の変動に伴う「為替リスク」などのことです。

【当金庫の対応】資金部を主管に資金運用部会を定期的に開催し、資金
の運用の方針を策定し、市場リスクに伴う対応を行っており、今後とも、よ
り健全で、資産・負債のバランスのとれた収益体質の維持と管理体制の
充実に努めてまいります。
④流動性リスクとは、予期せぬ預金の流出や、通常より著しく高い金利で資
金の調達を余儀なくされるリスクのことです。【当金庫の対応】危険度の
大きさ毎にシミュレーションを行い、突発的な現金需要にも十分対応で
きるよう資金の確保に努めております。
⑤システムリスクとは、コンピュータシステムの障害、誤操作、システムの不
備等により、損失を被るリスクのことです。【当金庫の対応】「危機管理規
程」を制定し、お客様の情報の漏えいの防止や、システムの障害時に迅速
かつ適切な対応ができる体制をとっております。

リスク管理について

総合的リスク管理統括部署【企画部】

オペレーショナルリスク【業務部】

本部・関連各部及び各営業店
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コンプライアンスについて リスク管理への取り組み
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